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各地域における検討モデル（イメージ図）

１ 合併を予定していない地域の場合（図１）

各中学校区単位で地域審議会を、各小学校区単位で地域自主組織を設置することが

考えられます。

〔 〕Ｅ市

地域審議会 地域審議会

（ ） （ ）Ａ中学校区 Ｃ中学校区

地域自主組織 地域自主組織

（ ） （ ）ａ小学校区 ｃ小学校区

地域審議会 地域審議会

（ ） （ ）Ｂ中学校区 Ｄ中学校区

地域自主組織 地域自主組織

（ ） （ ）ｂ小学校区 ｄ小学校区

２ 合併を検討している地域の場合

規模や地域特性の類似する市町村が合併するケース（図２）■

旧市町村単位で地域審議会を、各小学校区単位で地域自主組織を設置することが

考えられます。
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規模や地域特性の異なる市町村が合併するケース■

○ 規模の大きい市に地域審議会を設置しないケース（図３－１）
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○ 旧市町村ごとに地域審議会を設置するケース（図３－２）
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○ 規模の大きい市に地域審議会を複数設置するケース（図３－３）

地域審議会 地域審議会

Ａ中学校区 （ ）（ ） Ｃ町

地域自主組織 地域自主組織

（ ） （ ）ａ小学校区 ｃ小学校区

地域審議会 地域審議会

Ｂ中学校区 （ ）（ ） Ｄ町

地域自主組織 地域自主組織

（ ） （ ）ｂ小学校区 ｄ小学校区

〔 〕Ｅ市


